
地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 

職員就業規則 

（平成29年４月１日規程第13号） 

（平成31年３月13日規程第35号） 

（平成31年３月27日規程第39号） 

（令和３年３月31日規程第20号） 

（令和４年４月１日規程第16号） 

（令和４年９月29日規程第26号） 

（令和５年３月31日規程第47号） 

（令和５年８月16日規程第９号） 

（令和６年４月11日規程第１号） 

（令和７年４月４日規程第１号） 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規則は、労働基準法（昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。）第89条の規

定に基づき、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（以下「法人」という。）に勤

務する職員の就業に関する事項を定めることを目的とする。 

（関係法令） 

第２条 この規則及びこれに附属する諸規程に定めのない事項については、労基法、地方独立行

政法人法（平成15年法律第118号）その他関係法令の定めるところによる。 

（適用範囲） 

第３条 この規則において、職員とは、法人に雇用される者で、公益的法人等への一般職の地方

公務員の派遣等に関する法律（平成12年法律第50号）に基づき、神奈川県から派遣された職員

を含み、次の各号に掲げる者を除いたものをいう。 

(1)  地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所契約職員及び非常勤職員等に関する就

業規則第４条第１項に規定する契約職員、同規則第４条第２項に規定する非常勤職員、同規

則第４条第３項に規定する短時間非常勤職員 

(2) 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所任期付研究員に関する就業規則に基づ

き採用された任期付研究員 

(3) 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所再雇用職員等に関する就業規則第３条

第１項に規定する再雇用職員等 

(4) 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所パートタイム職員に関する就業規則第

２条に規定するパートタイム職員 

（規則の遵守） 

第４条 法人及び職員は、この規則を遵守し、その誠実な履行に努めなければならない。 

（労働条件の変更） 

第５条 この規則その他理事長が定める規則等に定める労働条件及び服務規律等については、経

営環境の変化に伴い業務上必要があると認めるときは、職員の意見を聴いて、変更することが

ある。 



２ 個別労働契約により、この規則の変更により変更し得ない特約がある場合には、前項により

変更された労働条件は適用されない。 

   第２章 人事 

    第１節 採用 

（採用） 

第６条 職員の採用は、競争試験又は選考による。 

２ 前項に規定する選考は、理事長が必要があると認めるときは、知識、知能、技能等の判定の

方法として筆記考査、実地考査、面接考査等を用いることができる。 

（勤務条件の明示） 

第７条 職員として採用しようとする者には、その採用に際して、次の各号に掲げる事項を記載

した文書を交付するものとする。 

(1) 労働契約の期間に関する事項 

(2) 勤務の場所及び従事すべき業務に関する事項 

( 3 ) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、休日、休暇に関す

る事項 

(4) 給与（退職手当、臨時に支払われる給与、期末手当、勤勉手当及びその他これらに準ず

る給与を除く。）の決定、計算及び支払の方法、給与の締切り及び支払の時期並びに昇給に

関する事項 

(5) 退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

（採用時の提出書類） 

第８条 職員に採用された者は、次の各号に掲げる書類を、採用後速やかに理事長に提出しなけ

ればならない。ただし、理事長が別に定める場合には、提出を要しないものとする。 

(1) 卒業証明書等の資格に関する証明書 

(2)  研究費の不正に係る誓約書 

(3) その他理事長が必要と認める書類 

（試用期間） 

第９条 職員として採用された日から６箇月以内は試用期間とし、その間その職務を良好な成績

で遂行したときに正式採用になるものとする。ただし、理事長が特に認めたときは、試用期間

を設けないことができる。 

２ 職員が試用期間の開始後６箇月以内において実際に勤務した日数が90日に満たない場合に

は、その日数が90日に達するまで、その試用期間を延長するものとする。 

３ その他理事長が特に必要と認める場合は、試用期間を１年に至るまで延長することができ

る。 

４ 試用期間は、勤務年数に通算する。 

（任期を定めて採用した職員の切替選考） 

第９条の２ 任期を定めて採用した職員について、任期の定めがない職員に切り替えるための選

考を行うことができる。選考方法は、理事長が別に定める。 

第２節 人事評価 

（勤務成績の評価） 

第10条 理事長は、職員の勤務成績について評価を実施する。 



２ 前項のほか必要な事項については、理事長が別に定める。 

    第３節 昇任、降任等 

（昇任） 

第11条 職員の昇任は、選考によることができる。 

２ 前項の選考は、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を、選考の基準に適合してい

るかどうかに基づいて判定するものとする。 

３ 前項に規定する選考の基準は、法令に基づく学歴、免許その他の資格及び法人が必要と認め

る知識、知能、技能、経歴等を有すること並びに人事評価が良好であることとする。 

４ 前各項のほか必要な事項については、理事長が別に定める。 

（降任・降給） 

第12条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、降任させることができる。 

( 1 ) 勤務実績が良くないとき。 

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

(3) 前２号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。 

(4) 本人の申し出があったとき。 

(5) 組織の改廃により廃職が生じたとき。 

２ 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、降給させることができる。  

(1) 勤務能率が低下したとき。 

(2) その他その職に必要な適格性を欠くとき。 

３ 前各項のほか必要な事項については、理事長が別に定める。 

（管理監督職勤務上限年齢による降任） 

第 12条の２ 理事長は、管理監督職（地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所職員の

管理職手当に関する細則第２条に規定する管理職手当を支給される職員の職をいう。以下、こ

の規則において同じ。）を占める職員で管理監督職勤務上限年齢に達している職員について、

異動期間（管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の４月１日ま

での間をいう。以下、この規則において同じ。）に、管理監督職以外の職への降任をするもの

とする。 

    第４節 人事異動 

（人事異動） 

第13条 理事長は、人事異動を命ずることができる。 

２ 前項のほか必要な事項については、理事長が別に定める。 

（人事異動のときの着任期日） 

第14条 職員は、人事異動を命ぜられたときは、直ちに着任しなければならない。ただし、事務

引継ぎ等のため必要がある場合は、総務部ゼネラルマネージャーの許可を受けてその人事異動

が通知された日から７日以内に着任することができる。 

２ 傷病その他特別の理由により、前項の期限までに着任することができないときは、総務部ゼ

ネラルマネージャーの許可を受けなければならない。 

第５節 休職 

（休職） 

第15条 職員の休職については、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所職員の休職に



関する細則で定める。 

第６節 退職及び解雇 

（退職） 

第16条 職員は、次の各号のいずれかに該当した場合には退職とし、職員としての身分を失う。 

(1) 自己都合による辞職を願い出て、承認されたとき。 

(2) 死亡したとき。 

(3) 定年に達した日（その職員の定年に達する誕生日の前日）以後における最初の３月31日

に到達したとき。 

(4) 休職期間が満了し、復職しないとき。 

（自己都合による退職手続） 

第17条 職員は、辞職しようとするときは、理事長が別に定める様式により、原則として辞職を

希望する日の２週間前までに、理事長に申し出なければならない。 

（定年） 

第18条 職員の定年は、満65歳とする。 

（定年による退職の特例） 

第19条 理事長は、定年に達した職員が前条の規定により退職すべきこととなる場合において、

次に掲げるいずれかの事由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、当該職員に係る

定年退職日の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を定め、当該職員を当該定年退職

日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。ただし、

第20条の４の規定により異動期間（同条の規定により延長された期間を含む。）を延長した職

員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、第20条の４第１項

又は第２項の規定により当該異動期間を延長した場合であって、引き続き勤務させることにつ

いて理事長の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職

に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

(1) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるた

め、当該職員の退職により職務の運営に著しい支障が生ずること。 

(2) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の退職に

より生ずる欠員を容易に補充することができず職務の運営に著しい支障が生ずること。 

(3) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職による

欠員を容易に補充することができず職務の運営に著しい支障が生ずること。 

２ 理事長は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前

項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して１年を

超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退

職日（同項ただし書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動

期間の末日）の翌日から起算して３年を超えることができない。 

３ 理事長は、第１項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第２項の規定により

期限が延長された職員について、第１項の期限又は前項の規定により延長された期限が到来す

る前に第１項各号に掲げる事由が存しなくなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、期

日を定めて当該期限を繰り上げることができる。 

４ 理事長は、第１項の規定により職員を引き続き勤務させる場合、第２項の規定により期限を



延長する場合又は前項の規定により期限を繰り上げる場合には、当該職員の同意を得なければ

ならない。 

５ 前各項のほか必要な事項については、理事長が別に定める。 

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職） 

第20条の１ 管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職は、地方独立行政法人神奈川県

立産業技術総合研究所職員の給与に関する規程第10条第１項の規定により管理職手当の支給を

受ける者の職とする。 

（管理監督職勤務上限年齢）  

第20条の２ 管理監督職勤務上限年齢は、60歳とする。 

（他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準） 

第20条の３ 理事長は、第12条の２に規定する他の職への降任等（以下この条、次条及び第20条

の６において「他の職への降任等」という。）を行うに当たっては、次に掲げる基準を遵守し

なければならない。 

(1) 当該職員の人事評価の結果、勤務の状況、職務経験等に基づき、降任又は転任（降給を伴

う転任に限る。以下この条において「降任等」という。）をしようとする職についての適性を

有すると認められる職に、降任等をすること。 

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職又は管理監督職勤務上限年

齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、

降任等をすること。 

(3) 当該職員の他の職への降任等を行う際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制

上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員（以下この号において「上

位職職員」という。）の他の職への降任等も行う場合には、第１号に掲げる基準その他の事情

を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制

上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降

任等をすること。 

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例） 

第20条の４ 理事長は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げ

るいずれかの事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日

の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員にあつては、

当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第３項において同じ。）で当該異動

期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務を

させることができる。 

(1) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるた

め、当該職員の他の職への降任等により職務の運営に著しい支障が生ずること。 

(2) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職へ

の降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず職務の運営に著しい支障が生ずるこ

と。 

(3) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降

任等による欠員を容易に補充することができず業務の運営に著しい支障が生ずること。 

２ 理事長は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定により延長された期間を含



む。）が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きある

と認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内

（当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から

定年退職日までの期間内。第４項において同じ。）で延長された当該異動期間を更に延長する

ことができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職

に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない。 

３ 理事長は、第１項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降

任等をすべき特定管理監督職群（職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、こ

れらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職

をいう。以下この項において同じ。）に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管

理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及

び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員（当該管理監督職に係る管理監督

職勤務上限年齢に達した職員を除く。）の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情がある

ため、当該職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充すること

ができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係

る異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続

き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員

を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するこ

とができる。 

４ 理事長は、第１項若しくは第２項の規定により異動期間（これらの規定により延長された期

間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると認め

るとき（第２項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除

く。）、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間（前３項又はこの項の規定により延長

された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引

き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して１年を超えな

い期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。 

（異動期間の延長等に係る職員の同意） 

第20条の５ 理事長は、前条第１項から第４項までの規定により異動期間を延長する場合及び同

条第３項の規定により他の管理監督職に降任又は転任をする場合には、あらかじめ当該職員の

同意を得なければならない。 

（異動期間の延長事由が消滅した場合の措置） 

第20条の６ 理事長者は、第20条の４の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動

期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、当該職員の他の職への降

任等をするものとする。 

（定年退職者等の再雇用） 

第20条の７ 理事長は、第16条第３号の規定により退職した職員、第19条の規定により勤務した

後退職した職員等が希望した場合には、再雇用する。ただし、次条第１項及び第２項に規定す

る事由に該当する職員については、この限りではない。 

２ 前項のほか必要な事項については、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所再雇用

職員等に関する就業規則で定める。 



（解雇） 

第21条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することができる。 

(1)  勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない

等、就業に適さないと認められたとき。 

(2)  勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、職員としての職責を果たし得ないと認め

られたとき。 

(3)  業務上の傷病による療養の開始後３年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であ

って、職員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき（法人が打ち切り

補償を支払ったときを含む。）。 

(4)  心身の障害については、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなおその障害に

より業務に耐えられないと認められたとき。 

(5)  試用期間中又は試用期間満了時までに職員として、その職務を良好な成績では遂行できな

かったと認められたとき。 

(6)  第64条第１項第１号に定める懲戒解雇事由に該当する事実があると認められたとき。 

 (7)  事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変やその他これに準ずるやむを得ない事情に

より、法人の事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じた場合であって、他の職

務への配置転換等解雇を回避するための経営努力が相当になされ、手続きの妥当性等が認め

られるとき。 

(8)  その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき。 

２ 職員が禁錮以上の刑に処せられたときには、解雇する。 

３ 前項の場合であっても、業務遂行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故に

係る罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行が猶予された職員について、情状を考慮し

て理事長が特に必要があると認めるときは、解雇しないものとすることができる。ただし、そ

の刑の執行の猶予の言渡しを取り消された場合には、解雇する。 

４ 前各項の規定による職員の解雇に際し、当該職員から請求のあった場合は、解雇の理由を記

載した証明書を交付する。 

５ 第１項又は第２項による解雇の取扱いについては、理事長が別に定める。 

（解雇制限） 

第22条 前条第１項から第３項までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は

解雇しない。 

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間 

(2) 産前産後の女性職員が労基法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間 

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは適用しない。 

(1) 前項第１号の場合において、療養開始後３年を経過した日において、地方公務員災害補

償法（昭和42年法律第121号）又は労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）に基づく

傷病補償年金を受けているとき又は同日後において傷病補償年金を受けることとなったと

き。 

(2) 風水震災害その他の天災事変などやむを得ない事由のため法人の事業の継続が不可能と

なった場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき。 

（解雇予告） 



第23条 第21条の規定による解雇を行う場合には、30日前に予告をするか、又は労基法第12条に

定める平均賃金の30日分を解雇予告手当として支払わなければならない。 

２ 前項の予告の日数は、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、予告することなく即時

解雇する。 

(1) 試用期間中の者を採用の日から14日以内に解雇するとき。 

(2) 風水震災害その他の天災事変などやむを得ない事由のため法人の事業の継続が不可能と

なった場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき。 

(3) 職員の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合で、所轄労働基準監督署長の認定を受

けたとき。 

（退職後の責務） 

第24条 退職又は解雇された者は、身分証明書その他職員に交付されていた証明書等及び法人か

ら貸与された物品を返還しなければならない。 

（退職証明） 

第25条 退職又は解雇された者が、退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付す

る。 

２ 退職証明書に記載する事項は、次のとおりとする。 

(1) 雇用期間 

(2) 業務の種類 

(3) その事業における地位 

(4) 給与 

(5) 退職の事由（解雇の場合はその理由） 

３ 退職証明書には、前項の事項のうち、退職又は解雇された者が請求しない事項を記入しては

ならない。 

   第３章 給与及び退職手当 

（給与） 

第26条 職員の給与については、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所職員の給与に

関する規程（以下「給与規定」という。）で定める。 

（退職手当） 

第27条 職員の退職手当については、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所職員の退

職手当に関する細則で定める。 

第４章 服務 

（服務の原則） 

第28条 職員は、地方独立行政法人法に定める地方独立行政法人の使命と業務の公共性を自覚

し、誠実かつ公正に職務に専念しなければならない。 

（服務心得） 

第29条 職員は、その職務を遂行するに当たって、法令その他法人の規程等に従い、かつ、上司

の職務上の命令に忠実に従わなければならない。 

（信用失墜行為の禁止） 

第30条 職員は、職務の内外を問わず、法人の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるよう



な行為をしてはならない。 

（守秘義務） 

第31条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（職員の倫理）  

第32条  職員は、職務に係る倫理の保持に努めなければならない。  

２ 職員の倫理保持に関し必要な事項については、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研

究所人を対象とする研究に関する倫理規程及び同細則で定める。 

（職務専念義務） 

第33条 職員は、法令及びこの規則が定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力

のすべてをその職務遂行のために用い、法人がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければ

ならない。 

（職務専念義務の免除） 

第34条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ理事長の承認を得て、そ

の職務に専念する義務を免除されることができる。 

(1) 職員としての研修を受けるとき。 

(2) 職員の厚生に関する計画の実施に参加するとき。 

(3) 法人の業務と密接な関連を有する団体の事業又は事務に従事するとき。 

(4) 教育研究等のため他の事務に従事するとき。 

(5) 地方公務員災害補償法第51条第１項及び第２項の規定により、災害補償の決定に対して

審査請求若しくは再審査請求をする場合又はこれらの審査に当事者として出席するとき。 

(6) 法人当局との組合交渉に参加する場合。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、理事長が特に認めるとき。 

２ 職務専念義務の免除にかかる手続きは、理事長が別に定める。 

（兼業） 

第35条 兼業に関し必要な事項は、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所兼業に関す

る細則により定める。 

２ 兼業に関する細則に定めるもののほか、職員は、理事長の許可を受けずに法人の業務以外の

業務につくことはできない。 

（履歴事項追加変更） 

第36条 職員は、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる事由が生じた日から15日

以内に、理事長が別に定める様式又は指定された方法により総務部ゼネラルマネージャーに申

し出なければならない。 

(1) 氏名を変更したとき。 

(2) 住所又は電話番号を異動したとき。 

(3) 学歴を取得したとき。 

(4) 資格を取得したとき。 

２ 前項の申し出にかかる様式は、理事長が別に定める。 

（出勤） 

第37条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。 

２ 職員は、定刻までに出勤したときは、指定された方法により打刻しなければならない。 



（身分証明書） 

第38条 職員は、その身分を明確にし、業務の適正な遂行を図るため、常に身分証明書を所持

し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、いつでも提示しなければな

らない。 

２ 身分証明書の様式は、理事長が別に定める。 

３ 身分証明書は、取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。 

４ 身分証明書の記載事項に変更があったとき又は身分証明書を亡失し、若しくは損傷したとき

は、理事長が別に定める様式に身分証明書用の写真を添えて、総務部ゼネラルマネージャーに

提出し、再交付を受けなければならない。 

（非常時の措置） 

第39条 法人又はその近くに火災その他の事変があるときは、速やかに出勤し、別に定める様式

に記載し、上司の指揮を受けなければならない。  

（ハラスメント） 

第40条 職員は、いかなるハラスメントもしてはならない。 

２ 前項のほか必要な事項については、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所ハラス

メントの防止等に関する細則で定める。 

（欠勤） 

第41条 休暇の承認を受けず、若しくは届出をせず、職務専念義務免除等の承認を受けず、又は

勤務命令に反し、正規の勤務時間中に勤務しないときは、欠勤とする。 

２ 欠勤しようとする職員は、理事長が別に定める様式又は指定された方法により、あらかじめ

所属する部のゼネラルマネージャーに届け出なければならない。 

３ 職員は、やむを得ない理由により前項の規定による手続をとることができない場合は、その

旨を所属する部のゼネラルマネージャーに連絡し、事後速やかに届け出なければならない。 

（勤務時間中の外出） 

第42条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。 

２ 私事のため一時外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。 

（退勤時の文書等の保管） 

第43条 職員は、退勤しようとするときは、各自所管の文書、物品等を整理し、所定の場所に収

めておかなければならない。 

（勤務時間外の出勤と退勤） 

第44条 職員は、勤務時間外又は休日等に出勤又は退勤する場合には、理事長が別に定める様式

にそのつど記載し、退勤のときは、火気及び盗難に特に注意しなければならない。  

   第５章 勤務時間等 

    第１節 勤務時間、休憩及び休日 

（勤務時間等） 

第45条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、１週間当たり38時間45分とする。 

２ 勤務時間は、月曜日から金曜日までの日の午前８時30分から午後５時15分までの間において

７時間45分とする。 

３ 前項の場合において、正午から午後１時までは、休憩時間とする。ただし、勤務の性質上こ

れにより難い職員の休憩時間については、理事長が定める。 



４ 前２項の規定により職員の休憩時間を正午から午後１時までとした場合において、職員から

の申告を考慮して休憩時間を与えることが適当であるときは、業務の運営に支障がある場合を

除き、当該休憩時間を午前11時から午後２時までの間のうち次のいずれか１時間に変更するこ

とができる。ただし、休憩時間は勤務時間の途中に置かなければならない。 

 (1) 午前11時から正午まで 

 (2) 午前11時30分から午後０時30分まで 

 (3) 午後０時30分から午後１時30分まで 

 (4) 午後１時から午後２時まで 

５ 第２項の規定にかかわらず、理事長は、育児又は介護を行う職員その他特別な事情がある職

員の勤務時間の割振りについて、業務に支障がある場合を除き、当該職員の勤務時間の始まる

時刻及び終わる時刻をそれぞれ30分繰り上げ又は繰り下げることができる。 

６ 第２項の規定にかかわらず、理事長は、所属における他の職員との均衡を勘案した上で、職

員（管理者が別に定める者を除く。）の勤務時間の割振りについて、業務の運営に支障がある

場合を除き、当該職員の勤務時間の始まる時刻及び終わる時刻をそれぞれ２時間30分以内の範

囲内で15分を単位として繰り上げ又は繰り下げることができる。この場合においては、第３項

の規定を準用する。 

７ 第２項の規定にかかわらず、理事長は、職員（勤務の特殊性を考慮して理事長が別に定める

職員を除く。）について、始業及び終業の時刻について、職員の申告を考慮して、当該職員の

勤務時間を割り振ることが業務の運営に支障がないと認める場合には、次項及び第９項に定め

るところにより、職員の申告を経て、４週間を超えない範囲で週を単位として別途定める期間

ごとの期間につき、第１項に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振るこ

とができる。この場合においては、第３項及び第４項の規定を準用する。 

８ 前項の規定に基づく勤務時間の割り振りは、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に掲

げる基準に適合するようにしなければならない。 

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 

ア 勤務時間は、１日につき４時間15分以上とすること。ただし、第47条に規定する休日につ

いては、１日につき７時間45分とすること。 

イ 午前10時30分から午後３時45分までの時間帯において、休憩時間を除き、連続する４時間

15分は、この項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。 

ウ 始業の時刻は午前７時以後、就業の時刻は午後７時15分以前とすること。 

(2) 義務教育終了前の子に係る育児又は第60条第２項に基づく介護を行う職員（地方独立行

政法人神奈川県立産業技術総合研究所育児休業に関する細則に基づき育児短時間勤務を承

認されている職員を除く。） 

ア 勤務時間は、１日につき４時間15分以上とすること。ただし、第47条に規定する休日

については、１日につき７時間45分とするものとし、単位期間をその初日から１週間ご

とに区分した各期間（単位期間が１週間である場合にあつては単位期間とする。）（第

46条の規定による週休日を含む期間を除く。）ごとにつき１日（以下イにおいて「特例

対象日」という。）については、１日につき３時間30分以上とすることができるものと

すること。 

イ 午前10時30分から午後３時45分までの時間帯において、休憩時間を除き、連続する４



時間15分は、この号の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とするこ

と。ただし、特例対象日については、この限りでない。 

ウ 始業の時刻は午前７時以後、終業の時刻は午後７時15分以前とすること。 

９ 第７項の職員の申告は15分を単位とし、前項に規定する基準に適合するようにしなければな

らない。 

10 第７項において準用する第３項及び第４項の規定にかかわらず、理事長は、第７項の規定に

より勤務時間を割り振る職員について、特例対象日における当該職員の勤務時間が６時間以下

の場合は、休憩時間を置かないことができる。 

11 第６項の申告及びその申告にかかる変更届の様式は、理事長が別に定める。 

12 前各項に定めるもののほか、勤務時間の割振りについて必要な事項は理事長が別に定める。 

13 正規の勤務時間とは、第２項及び第５項から前項の規定によって割り振られた勤務時間をい

う。 

（週休日） 

第46条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）とす

る。 

（休日） 

第47条 休日は、次に掲げる日とする。ただし、第１号に掲げる日が土曜日（第46条第１項の規

定により週休日とされた土曜日をいう。以下同じ。）に当たる場合及び第２号に掲げる日が週

休日に当たる場合を除く。 

(1) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。）第３条に規

定する休日（当該休日が土曜日以外の週休日に当たる場合は、その直後の正規の勤務時間を

割り振られた日） 

(2) １月１日から同月３日まで及び12月29日から同月31日までの日（前号に該当する日を除

く。） 

２ 前項の規定にかかわらず、前項第１号に掲げる日が土曜日以外の週休日に当たる場合で、次

の各号に掲げるときにあっては、当該各号に定める日を休日とする。 

(1) 祝日法第３条第２項に規定する休日が週休日に当たるとき。 

その日の直前の正規の勤務時間を割り振られた日 

(2) 祝日法第３条第１項又は第３項に規定する休日が週休日に当たり、かつ、その日の直後

の正規の勤務時間を割り振られた日が祝日法第３条に規定する休日に当たるとき。 

その日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日 

(3) 前号に規定するときであって同号の規定により難いとき。 

理事長が別に定める日 

３ 前２項の休日とは、給与の支給を受けて、正規の勤務時間による勤務を免除される日をい

う。 

（週休日等の振替） 

第48条 理事長は、職員に週休日又は休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合

は、原則として１日を単位とする週休日等の振替（当該勤務することを命ずる必要がある日を

起算日とする４週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする８週間

後の日までの期間（以下「特定期間」という。）内にある第45条第２項、第４項及び第５項の



規定により勤務時間が割り振られた日（休日（休日に勤務することを命ずる場合は、休日及び

理事長が定める日）を除く。以下「勤務日」という。）を週休日又は休日に変更し、当該勤務

日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務す

ることを命ずることをいう。以下同じ。）を行うものとする。 

２ 理事長は、週休日等の振替を行うときは、理事長が別に定める様式又は指定された方法によ

り職員に通知しなければならない。 

（代休） 

第49条  理事長は、職員に週休日又は休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合

は、代休（週休日又は休日に半日勤務を命ぜられた場合において、特定期間内にある勤務日の

正規の勤務時間のうち半日について、特に勤務することを命ぜられるときを除き、勤務するこ

とを要しないことをいう。）を指定することができる。 

２ 前項により指定される代休は、始業の時刻から連続する４時間、又は終業の時刻まで連続す

る４時間とする。 

３ 代休を指定された日の勤務時間は、勤務時間の始まる時刻から連続し、又は終わる時刻まで

連続する３時間45分とし、休憩時間を置かないことができる。 

４ 理事長は、代休を指定するときは、理事長が定める様式又は指定された方法により職員に通

知しなければならない。 

５ 代休に係る給与の取扱いは、給与規程で定める。 

（時間単位等の休暇における勤務時間等の特例） 

第50条 理事長は、第45条第２項、第５項から第７項に規定する勤務時間が割り振られている職

員について、時間を単位として与えることができる休暇で連続する４時間の休暇又は第53条第

６項並びに別表第２第９項及び第11項に規定する半日を単位として与える休暇を勤務時間の始

まる時刻から連続し、若しくは終わる時刻まで与えることとなった日の勤務時間を、勤務時間

の終わる時刻まで連続し、又は始まる時刻から連続する３時間45分とし、休憩時間を置かない

ことができる。 

（勤務時間の割振り等の特例） 

第51条 総務部ゼネラルマネージャーは、勤務の性質により第45条、第46条、第48条及び第49条

の規定によるときは、業務の能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影

響を及ぼす場合において、これらの規定により難いときは、理事長の承認を得て、勤務時間の

割振り、週休日、週休日等の振替及び代休につき別段の定めをすることができる。 

（在宅等勤務） 

第51条の２ 職員は、在宅等勤務（職員の自宅その他常時勤務する執務の場所以外の場所におい

て、常時勤務する執務の場所における勤務に代えて行う勤務をいう。以下この条において同

じ。）を行うことができる。 

２ 職員は、前項の規定により在宅等勤務を行おうとするときは、あらかじめ所属する部のゼネ

ラルマネージャーの承認を受けなければならない。 

３ 前項に規定する場合において、所属する部のゼネラルマネージャーは、担当業務の内容、業

務遂行能力、勤務時間中の自己管理能力、他の職員との均衡、在宅等勤務を行おうとする場所

の性質その他の事情を考慮した上で、業務の運営に支障がないと認めるときは、在宅等勤務を

承認することができる。 



４ 第45条第４項の規定にかかわらず、在宅等勤務を行う日の勤務時間については、所属する部

のゼネラルマネージャーが認めた場合は、同条第２項に規定する勤務時間とすることができ

る。 

５ 第１項から前項までに定めるもののほか、在宅等勤務に関し必要な事項は、別に定める。 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第51条の３ 理事長は、職員が理事長に対し、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他理事長が

別に定める者が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に

対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置（以下「介護両立支援制度等」という。）

その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、願い出、請求等（次条におい

て「申告等」という。）に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなけ

ればならない。 

２ 理事長は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度において、前項に規定す

る事項を知らせなければならない。 

３ 理事長は、職員が第１項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取

扱いを受けることがないようにしなければならない。 

 

第２節 休暇 

（休暇の種類） 

第52条 休暇の種類は、次のとおりとする。 

(1) 年次休暇 

(2) 療養休暇 

(3) 生理休暇 

(4) 出産休暇 

(5) 育児休暇 

(6) 忌引休暇 

(7) 慶弔休暇 

(8) ボランティア休暇 

(9) 夏季休暇 

(10) 子の看護等休暇 

(11) 育児参加休暇 

(12) 短期介護休暇 

(13) 不妊治療休暇（出生サポート休暇） 

(14) 特別休暇 

(1５) 子育て部分休暇 

２ 前項第１号から第14号までに掲げる休暇は、有給休暇（生理休暇については、必要と認めら

れる期間のうち２日まで）とし、給与の支給を受けて正規の勤務時間中に勤務しない時間とす

る。ただし、有給休暇（年次休暇、慶弔休暇（職員の婚姻に係るものに限る。）、ボランティ

ア休暇、夏季休暇、子の看護等休暇、育児参加休暇、短期介護休暇及び特別休暇（妻（届出を

しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）の出産に限る。）を除く。）が週休

日又は休日の前後にわたる場合には、現に継続する日数をもって有給休暇の期間とみなす。 



３ 子育て部分休暇については、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所職員の給与に

関する規程第26条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない１時間につき、同条に規定する

勤務１時間当たりの給与額を減額する。 

（年次休暇） 

第53条 年次休暇は、１年につき20日とする。 

２ 前項に規定する１年とは、４月１日から翌年３月31日までの期間（以下「年度」という。）

とする。 

３ ５月以降において、新たに職員となった者のその年度の年次休暇は、別表第１のとおりとす

る。 

４ 年次休暇は、１日又は半日を単位として与える。ただし、職員から願い出があったときは、

労使協定により、１年について５日の範囲内で時間を単位として与えることができる。 

５ 前項ただし書の規定により、時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、

８時間をもって１日とする。 

６ 第４項に規定する半日を単位とする年次休暇は、勤務時間が７時間45分である勤務日に限

り、始業の時刻から連続する４時間、又は終業の時刻まで連続する４時間を単位として与える

ことができる。 

７ 半日を単位とする年次休暇を日に換算する場合は、２回の取得をもって１日とする。 

８ 第１項又は第３項の規定により定められている年次休暇の日数からその年に受けた年次休暇

の日数（前年から繰り越された年次休暇の日数を除く。）を差し引いた日数があるときは、職

員は、その日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。 

９ 年次休暇が10日以上与えられた職員に対しては、付与日から１年以内に、当該職員の有する

年次休暇日数のうち５日（日又は半日単位の年次休暇に限る。）について、法人が職員の意見

を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただ

し、時季指定を行うことなく職員が自ら取得した年次休暇については、当該取得した日数分を

５日から控除するものとする。 

（年次休暇以外の休暇） 

第54条 第52条第１項第２号から第14号までに掲げる休暇は、職員からの願い出に基づき、別表

第２に掲げる休暇の種類に応じ、同表に定める理由に該当する場合に、それぞれ同表に定める

期間を基準として、与えることができる。 

（有給休暇の承認等） 

第55条 職員は、年次休暇以外の有給休暇を受けようとするときには理事長が別に定める様式又

は指定された方法によりあらかじめ理事長に願い出てその承認を受け、年次休暇を受けようと

するときには理事長が別に定める様式又は指定された方法によりあらかじめ理事長に届け出な

ければならない。 

２ 理事長は、前項の年次休暇の届出があった場合に、業務に支障があると認めるときは、当該

年次休暇の時季を他の時季に変更させることができる。 

３ 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により第１項の規定による手続を取ることがで

きない場合は、その旨を所属する部のゼネラルマネージャーに連絡し、事後速やかに理事長が

別に定める様式又は指定された方法により理事長の承認を受けなければならない。ただし、ボ

ランティア休暇については、この限りでない。 



４ 年次休暇、ボランティア休暇及び夏季休暇以外の有給休暇の承認を受けようとする職員は、

医師の証明書その他休暇を受ける理由を明らかにする書面（以下「証明書等」という。）を提

出しなければならない。ただし、証明書等の提出が著しく困難である場合又はその理由が明白

であるとして理事長が特に認めた場合は、この限りでない。 

５ ボランティア休暇の承認を受けようとする職員は、理事長が別に定める様式又は指定された

方法により計画書を提出しなければならない。この場合において、理事長は、その活動の内容

を確認する必要があると認めるときは、願い出をした職員に対して必要な書類の提出を求める

ことができる。 

６  短期介護休暇の承認を受けようとする職員は、理事長が別に定める様式又は指定された方法

により申し出なければならない。この場合において、理事長は、その事由を確認する必要があ

ると認めるときは、願い出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。 

（子育て部分休暇の承認等） 

第 55条の２ 子育て部分休暇を受けようとする職員は、理事長が別に定める様式又は指定され

た方法によりあらかじめ理事長に願い出て、その承認を受けなければならない。 

２ 理事長は、業務の運営に支障がある日又は時間を除き、前項の規定による願い出に係る承認

を行うものとする。 

３ 子育て部分休暇の承認を受けた職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を理事長に届

け出なければならない。 

(１) 子育て部分休暇に係る子が死亡した場合 

(２) 子育て部分休暇に係る子が当該職員の子でなくなつた場合 

(３) 子育て部分休暇に係る子を養育しなくなつた場合 

(４) その他人事課長が定める場合 

４ 前項の規定による届出は、養育状況変更届により行わなければならない。 

５ 理事長は、第１項の規定による子育て部分休暇の承認の願い出又は第３項の規定による届出

について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該願い出又は届出をした職員に

対して証明書類の提出を求めることができる。 

（証人、鑑定人等としての出頭） 

第56条 職員が、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の

官公庁へ出頭しようとするときは、理事長が別に定める様式又は指定された方法により理事長

に届け出なければならない。 

２ 前項の場合、職務上知ることのできた秘密について供述しようとするときは、あらかじめ理

事長の許可を受けなければならない。 

    第３節 時間外勤務、深夜勤務及び休日勤務 

（時間外勤務等） 

第57条 理事長は、職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日若し

くは休日に勤務することを命ずることができる。 

２ 前項の規定により勤務を命じようとするときは、理事長が別に定める様式又は指定された方

法により行わなければならない。 

３ 理事長は、労使協定により、給与規程第16条の規定で定める時間外勤務手当を支給すべき職

員に対して、理事長の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の



対象となるべき時間（次項において「時間外勤務代休時間」という。）として、理事長が定め

る期間内にある第45条の規定により勤務時間が割り振られた日（休日を除く。）に割り振られ

た勤務時間の全部又は一部を、職員の意向を踏まえたうえで指定することができる。 

４ 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、

特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しな

い。 

（妊産婦の時間外勤務、深夜勤務及び休日勤務） 

第58条 理事長は、妊産婦である女性職員が請求した場合には、時間外勤務、週休日及び休日の

勤務並びに深夜勤務をさせてはならない。 

（妊産婦の就業制限） 

第59条 理事長は、妊娠中及び出産後１年以内の女性職員が、医師等から勤務が健康状態に支障

を及ぼすとの指導を受けた場合は、勤務の軽減等必要な措置を講じるものとする。 

第６章 休業 

（育児休業、介護休業等） 

第60条 職員の育児休業、育児短時間勤務等については、地方独立行政法人神奈川県立産業技術

総合研究所職員の育児休業等に関する細則で定める。 

２ 職員の介護休業、介護欠勤等については、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

職員の介護休業等に関する細則で定める。 

（その他の休業） 

第61条 以下の表に掲げる休業については、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所職

員の修学部分休業に関する細則、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所職員の高齢

者部分休業に関する細則、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所職員の配偶者同行

休業に関する細則及び地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所職員の自己啓発等休業

関する細則で定める。 

 

休業の名称 休業の内容 

修学部分休業 業務の運営に支障がなく、当該職員の業務に関する能力の向上

に資すると認められるとき、当該職員が大学その他の教育施設で

修学するため、２年を超えない範囲内において、１週間当たりの

通常の勤務時間の２分の１を限度として部分休業を取得すること

できる。 

高齢者部分休業 加齢による諸事情への対応、地域ボランティア活動への従事な

どの地域貢献、定年後の生活準備などのために職員が申請した場

合に業務の運営に支障がないと認められるときは、当該職員が55

歳に達した日以後の日で申請において示した日から定年退職日ま

での期間、１週間当たりの通常の勤務時間の２分の１を限度とし

て部分休業を取得することができる。 

配偶者同行休業 外国で勤務等をする配偶者と生活を共にするため申請した場合

において、業務の運営に支障がないこと等の要件を満たしている

場合に、３年を超えない範囲内で休業することができる。 



自己啓発等休業 在職期間が５年以上の職員が申請した場合に、業務の運営に支

障がなく当該職員の業務に関する能力の向上に資すると認められ

るとき、当該職員が大学等教育施設で課程の履修又は国際貢献活

動を行う場合に、３年を限度として休業を取得することができ

る。 

 

   第７章 表彰及び懲戒 

    第１節 表彰 

（表彰） 

第62条 職員の表彰については、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所職員の表彰に

関する細則で定める。 

    第２節 懲戒 

（懲戒） 

第63条 職員が次のいずれかに該当する場合は、懲戒に処することができる。 

(1) 法令及びこの規則その他法人の諸規程に違反したとき。 

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

(3) 法人の職員たるにふさわしくない非行のあったとき。 

(4) その他前各号に準ずる程度の不適切な行為があったとき。 

（懲戒の種類及び程度） 

第64条 懲戒の種類及び程度は、次のとおりとする。 

(1) 懲戒解雇 予告期間を設けず、即時に解雇する。ただし、所轄労働基準監督署長の解雇

予告除外認定を受けられなかった場合は、第23条に定める解雇予告の手続を経て解雇す

る。 

(2) 停職 ６箇月を限度として出勤を停止し、職務に従事させず、その間はいかなる給与も

支給しない。 

(3) 減給 給与の一部を減額する。ただし、１回の額は平均賃金の１日分の半額を超えず、

その総額は１給与支払期間の給与総額の10分の１を限度とする。 

(4) 戒告 職員にその責任を確認し、及びその将来を戒める。 

２ 懲戒処分は、次号に掲げる事項を総合的に考慮して量定する。 

(1) 非違行為の動機、態様及び結果 

(2) 故意又は過失の程度 

(3) 非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為との関係 

(4) 他の職員及び社会に与える影響 

(5) 過去の非違行為の有無 

３ 前各項のほか必要な事項については、理事長が別に定める。 

   第８章 その他 

（事務の引継ぎ） 

第65条 職員は、人事異動、休職等を命ぜられ、又は退職する場合は、担任事務を速やかに後任

者又は所属する部のゼネラルマネージャーの指定する職員に引き継ぎ、その旨を所属する部の

ゼネラルマネージャーに報告しなければならない。 



（研修） 

第66条 職員は、業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、研修に参加することを命

ぜられた場合は、研修を受けなければならない。 

２ 理事長は、職員の研修機会の提供に努めるものとする。 

３ 前各項のほか必要な事項については、理事長が別に定める。 

（損害賠償） 

第67条 職員が故意又は重大な過失によって法人に損害を与えた場合は、第63条の懲戒とは別

に、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。 

（安全衛生） 

第68条 理事長は、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関係法令に基づき、職員の健

康増進と危険防止のために必要な措置を講ずるものとする。 

２ 前項のほか必要な事項については、理事長が別に定める。 

（出張） 

第69条 職員は、業務上必要がある場合には、出張を命ぜられることがある。 

２ 業務による出張を終えたときは、５日以内に復命書により旅行命令権者に報告しなければな

らない。ただし、軽易な事項は、口頭で復命することができる。 

（旅費） 

第70条 職員が前条の規定により出張する場合は、旅費を支給する。 

２ 前項のほか必要な事項については、地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所職員の

旅費に関する細則で定める。 

（業務上の災害等） 

第71条 職員の業務上の災害及び通勤途上における災害については、地方公務員災害補償法その

他関係法令の定めるところにより、補償を行う。 

（社会保険等） 

第72条 職員の社会保険等は、地方公務員等共済組合法（昭和37年法律152号）、健康保険法

（大正11年法律第70号）、厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）その他関係法令に定める

ところによる。 

（雇用保険） 

第73条 職員の雇用保険の加入は、雇用保険法（昭和49年法律第116号）に定めるところによ

る。 

（福利厚生） 

第74条 職員は、一般財団法人神奈川県厚生福利振興会に加入することができる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 地方独立行政法人法第59条第２項の規定により法人の職員となった者（以下「承継職員」と

いう。）及び公益財団法人神奈川科学技術アカデミーの職員であった者のうち、この規則の施

行日前に地方公務員法（昭和25年法律第261号）その他関係法令、神奈川県職員服務規程（昭

和28年神奈川県訓令第34号）その他関係規程、公益財団法人神奈川科学技術アカデミー職員就



業規程その他関連規程により発令、承認、許可等を受けていた場合の当該発令、承認、許可等

については、その効力を引き継ぐ。 

３ 承継職員及び公益財団法人神奈川科学技術アカデミーの職員であった者の勤続年数の計算に

おいては、それぞれ神奈川県及び公益財団法人神奈川科学技術アカデミーの職員として引き続

いた在職期間（神奈川県の規定等において在職期間に含めることとされる期間を含む。)を含

めるものとする。 

４ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（以下「派遣法」という。）に

基づき、神奈川県から派遣された職員には、派遣法第２条第１項に規定された神奈川県との取

決めにおいて定められた事項については当該事項を適用し、当該取決めに定めがない事項につ

いてはこの規則を適用する。 

附 則（平成31年３月13日規程第35号） 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月27日規程第39号） 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月31日規程第20号） 

この規則は、令和３年３月31日から施行する。 

附 則（令和４年４月１日規程第16号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年９月29日規程第26号） 

この規則は、令和４年10月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月31日規程第47号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（定年に関する経過措置） 

２ 令和５年４月１日から令和13年３月31日までの間における第18条の規定の適用については、

次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、第18条中「65歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

令和５年４月１日から令和７年３月31日まで 61歳 

令和７年４月１日から令和９年３月31日まで 62歳 

令和９年４月１日から令和11年３月31日まで 63歳 

令和11年４月１日から令和13年３月31日まで 64歳 

（情報の提供及び勤務の意思の確認） 

３ 理事長は、当分の間、職員が60歳に達する日の属する年度の前年度（以下この項において

「情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。）（情報の提供及び勤務の意思の

確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年

度の末日後に採用された職員（異動等により情報の提供及び勤務の意思の確認を行うべき年度の

末日を経過することとなった職員（以下この項において「末日経過職員」という。）を除く。）

にあっては当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあ

っては当該職員の異動等の日が属する年度（当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年

度））において、当該職員に対し、当該職員が60歳に達する日以後に適用される任用及び給与に



関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における

勤務の意思を確認するよう努めるものとする。 

附 則（令和５年８月16日規程第９号） 

この規則は、令和５年８月16日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則（令和６年４月11日規程第１号） 

この規則は、令和６年４月11日から施行する。 

附 則（令和７年４月４日規程第１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第８条第１項の改正規定並びに第51

条の２の次に３条を加える改正規定並びに第52条第１項第10号及び同条第２項の改正規定、第

53条第６項の改正規定、第55条の２の改正規定並びに別表第１第９項（右欄第３段目を除

く。）、第11項（右欄第３段目を除く。）、第13項及び第14項の改正規定は、令和７年４月１

日から施行する。 

（改正に伴う経過措置） 

２ 前項ただし書の規定の施行の日前に改正前の第54条の規定により与えられた子の看護休暇に

ついては、改正後の第54条の規定によりに与えられた子の看護等休暇とみなす。 

３ 令和８年３月31日に在職する職員については、改正後の第53条第８項の規定にかかわらず、

改正前の第53条第１項又は第３項の規定により同年に与えられるものとされた年次休暇の日数

のうち同日までに費消しなかった日数を令和８年度に限り繰り越すことができる。  



別表第１（第53条関係） 

新規採用者年次休暇表 

採用月 休暇日数 

４月 18日 

５月 17日 

６月 15日 

７月 13日 

８月 12日 

９月 10日 

10月 ８日 

11月 ７日 

12月 ５日 

１月 ３日 

２月 ２日 

 

 

別表第２（第54条関係） 

年次休暇以外の休暇 

休暇の種類 理由 期間 

１ 

療養休暇 

(1) 業務上の傷病の場合 医師の証明等に基づいて、その療養に

必要と認める日又は時間 

(2) その他の傷病の場合 90日の範囲内で医師の証明等により、

その療養に必要と認める日又は時間 

２ 

生理休暇 

生理日の勤務が著しく困難な女性職

員の場合 

原則として１回の生理期間につき通算

して２日以内（２日を超える分は無

給） 

３ 

出産休暇 

女性職員の分べんの場合 医師又は助産師の証明等に基づく出産

予定日前８週間目（多胎妊娠の場合に

あっては、14週間目）に当たる日から

出産の日後８週間目に当たる日までの

期間内において必要と認める期間 

 



休暇の種類 理由 期間 

４ 

育児休暇 

職員（育児休暇の承認を受けようと

する時間において、育児休暇により育

てようとする子を職員以外の当該子の

親が育てることができる場合における

当該職員（女性職員を除く。）を除

く。）が子（民法（明治29年法律第89

号）第817条の２第１項の規定により

職員が当該職員との間における同項に

規定する特別養子縁組の成立について

家庭裁判所に請求した者（当該請求に

係る家事審判事件が裁判所に係属して

いる場合に限る。）であつて、当該職

員が現に監護するもの、児童福祉法

（昭和22年法律第164号）第27条第１

項第３号の規定により同法第６条の４

第２号に規定する養子縁組里親である

職員に委託されている児童その他これ

らに準ずる者として別に定める者を含

む。本表第11項を除き、以下同じ。）

であって生後１年６月に達しないもの

を育てる場合 

１日２回 それぞれ60分 

５ 

忌引休暇 

(1) 配偶者（届出をしないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）が死亡した場合 

(2) 血族のうち次に掲げる者が死亡し

た場合 

ア 父母 

イ 子 

ウ 祖父母、兄弟姉妹 

エ 孫、伯叔父母 

(3) 姻族のうち次に掲げる者が死亡し

た場合 

ア 配偶者の父母、父母の配偶者 

イ 配偶者の子、配偶者の祖父

母、配偶者の兄弟姉妹、配偶者

の伯叔父母、子の配偶者、祖父

母の配偶者、兄弟姉妹の配偶

者、伯叔父母の配偶者 

10日 

７日 

５日 

３日 

１日 

  

 

３日 

１日 



休暇の種類 理由 期間 

６ 

慶弔休暇 

(1) 職員の結婚の場合 

(2) 職員の父母の祭日の場合 

５日以内 

１日 

７ 

ボランティ

ア休暇 

職員が社会に貢献する次に掲げる活

動を自発的に、かつ、報酬を受けずに

行う場合で理事長が業務に支障がない

と認めるとき。 

(1) 災害時における被災者及び障害

者、高齢者等に対する援助活動（専

ら親族に対する支援となる援助活動

を除く。）で次に掲げるもの 

ア 地震、暴風雨、噴火等により

相当規模の災害が発生した被災

地又はその周辺の地域における

生活関連物資の配布その他の被

災者に対する援助活動 

イ 障害者支援施設、特別養護老

人ホームその他の主として身体

上若しくは精神上の障害がある

者又は負傷し、若しくは疾病に

かかった者に対して必要な措置

を講ずることを目的とする施設

であって管理者が定めるものに

おける援助活動 

ウ ア及びイに掲げる援助活動の

ほか、身体上若しくは精神上の

障害、負傷又は疾病により常態

として日常生活を営むのに支障

がある者の介護その他の日常生

活に対する援助活動 

(1) 国又は地方公共団体が行う事業に

係る活動で次に掲げるもの 

ア 地域の環境を保全する事業に

協力する活動 

イ アに掲げるもののほか、理事

長が特に認める活動 

(2) 次に掲げるものが行う事業に係る

活動で、前号に掲げる活動と同等の

ものであると認められるもの 

１年につき５日以内。ただし、１年と

は、年度とする。 



休暇の種類 理由 期間 

 ア 県又は県内の市町村が基本金

その他これに準ずるものを出資

している一般社団法人又は一般

財団法人 

イ アに掲げるもののほか、理事

長が特に認めるもの 

 

８ 

夏季休暇 

職員が夏季における心身の健康の維

持及び増進又は家庭生活の充実のた

め、勤務しないことが相当であると認

められる場合 

一の年の６月１日から10月31日までの

期間内につき５日以内 

９ 

子の看護等

休暇 

義務教育終了前までの子（満15歳に

達した日の属する学年の末日以前の子

（同日以後引き続いて中学校、義務教

育学校の後期課程、中等教育学校の前

期課程又は特別支援学校の中学部に在

籍している子を含む。）をいい、配偶

者の子を含む。）と同居してこれを監

護する職員が、その子の看護その他理

事長が別に定める事由のために次のい

ずれかに掲げるものを行う場合 

(1) 負傷又は疾病による治療、療養中

の看病及び通院等の世話 

(2) 予防接種又は健康診断を受ける際

の介助 

１年につき５日（当該子が１人であ

って、かつ、小学校就学の始期に達す

るまでの子の場合にあっては６日、２

人以上の場合にあっては10日）以内と

し、１日、半日又は１時間を単位とし

て与える。この場合の半日の時間数は

第53条第６項及び第７項の規定を準用

する。 

その残日数の全てを使用しようとす

る場合において、当該残日数に１時間

未満の端数があるときは、当該残日数

のすべてを与えることができる。 

上記において、１年とは年度とす

る。 



休暇の種類 理由 期間 

10  

育児参加休

暇 

職員の配偶者（届出をしないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。同表第11項第６号及び第８号並び

に第13項第７号を除き、以下同じ。）

又は子若しくは子の配偶者が出産する

場合であってその出産予定日前８週間

目（多胎妊娠の場合にあっては、14週

間目）に当たる日から出産の日以後１

年を経過する日までの期間にある場合

において、当該出産に係る子若しくは

小学校就学の始期に達するまでの子

（配偶者の子を含む。）と同居してこ

れらの子を監護する当該職員又は当該

出産に係る孫若しくは小学校就学の始

期に達するまでの孫の世話（以下この

項において「孫の世話」という。）を

する当該職員が、これらの子の監護又

は孫の世話のため勤務しないことが相

当であると認められるとき。 

医師又は助産師の証明等に基づく配

偶者又は子若しくは子の配偶者の出産

予定日前８週間目（多胎妊娠の場合に

あっては、14週間目）に当たる日から

出産の日以後１年を経過する日までの

期間内につき５日以内とし、１日又は

１時間を単位として与える。 

その残日数のすべてを使用しようと

する場合において、当該残日数に１時

間未満の端数があるときは、当該残日

数のすべてを与えることができる。 



休暇の種類 理由 期間 

11 

短期介護休

暇 

次に掲げる者で負傷、疾病又は老

齢により２週間以上の期間にわたり

日常生活を営むのに支障がある状態

にあるもの（以下「要介護者」とい

う。）の介護、通院等の付き添い、

介護サービスの提供を受けるために

必要な手続の代行その他の要介護者

の必要な世話を行うため、勤務しな

いことが相当であると認められる場

合 

(1) 配偶者 

(2) 父母 

(3) 子 

(4) 配偶者の父母 

(5) 祖父母、孫及び兄弟姉妹 

(6) 父母の配偶者及び子の配偶者 

(7) 配偶者の子 

(8) 職員と同居し、又は生計を一にす

る次の者 

 ア 配偶者（届出をしないが事実上

婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。）の父母の配偶者 

イ ３親等内の親族（第６号、第

７号に掲げる者を除く。） 

１年につき５日（要介護者が２人以

上の場合にあっては、10日）以内と

し、１日、半日又は１時間を単位とし

て与える。この場合の半日の時間数は

第53条第６項及び第７項の規定を準用

する。 

その残日数の全てを使用しようとす

る場合において、当該残日数に１時間

未満の端数があるときは、当該残日数

の全てを与えることができる。 

上記において、１年とは年度とす

る。 

12 

不妊治療休

暇(出生サポ

ート休暇） 

職員が不妊治療に係る通院等のため

勤務しないことが相当であると認めら

れる場合 

１年につき５日（当該通院等が体外

受精その他理事長が別途定める不妊治

療に係るものである場合にあつては、

10日）の範囲内で、１日又は１時間を

単位として与える。 

その残日数のすべてを使用しようと

する場合において、当該残日数に１時

間未満の端数があるときは、当該残日

数のすべてを与えることができるもの

とする。 

上記において、１年とは年度とす

る。 



休暇の種類 理由 期間 

13 

特別休暇 

(1) 地震、水害、火災その他の災害に 

よる次のいずれかの理由 

ア 職員の現住居が滅失し、又は損

壊した場合における当該職員の

復旧作業等又は一時的な避難 

イ 職員及び当該職員と同一の世帯

に属する者の生活に必要な水、

食料等が著しく不足している場

合における当該職員による水、

食料等の確保 

ウ ア又はイに掲げる理由に準ずる

もの 

７日の範囲内において必要と認める期

間 

(2) 地震、水害、火災その他の災害又

は交通機関の事故等による出勤の著

しい困難 

その都度必要と認める期間 

(3) 地震、水害、火災その他の災害又

は交通機関の事故等に際しての退勤

途上における身体の危険回避 

同 

(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原

因の場合 

同 

(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等

として国会、裁判所その他の官公庁

への出頭の場合 

同 

(6) 選挙権その他の公民権の行使の場

合 

同 

 (7) 骨髄移植のための骨髄若しくは末

梢血幹細胞移植のための末梢血幹細

胞の提供希望者としてその登録を実

施する者に対して登録の申出を行

い、又は配偶者、父母、子及び兄弟

姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨

髄若しくは末梢血幹細胞移植のため

末梢血幹細胞を提供する際の当該申

出又は提供に伴い必要な検査、入院

等の場合 

同 



休暇の種類 理由 期間 

(8) 妊娠中の女性職員が通勤に利用す

る交通機関等の混雑又は渋滞の程度

が母体又は胎児の健康保持に影響が

あると認められる場合 

その都度必要と認める期間（１日１時

間の範囲内） 

(9) 妊娠中又は出産後１年以内の女性

職員が母子保健法第10条に規定する

保健指導又は同法第13条に規定する

健康診査を受ける場合 

その都度必要と認める期間（ただし、

回数制限有。１回の期間は、１日の正

規の勤務時間の範囲内） 

(10) 配偶者又は子若しくは子の配偶

者の出産の場合 

３日以内とし、その残日数のすべてを

使用しようとする場合において、当該

残日数に１時間未満の端数があるとき

は、当該残日数のすべてを与えること

ができるものとする。 

(11) その他法令によって特に勤務し

ないことが認められる場合 

その都度必要と認める期間 

14 

子育て部分

休暇 

次に掲げる者で、小学校就学の始期

から満９歳に達した日の属する学年の

末日以前の子を養育するため、１日の

勤務時間の一部につき、勤務しないこ

とが相当であると認められる場合 

(1) 地方独立行政法人神奈川県立産業

技術総合研究所職員の育児休業等に関

する細則（以下、「細則」という。）

第４条第１項に規定する職員（同項第

３号に掲げる職員を除く。）及びその

他理事長が認めた職員 

(2) 細則第４条第１項第３号に掲げる

職員のうち、１日につき定められた勤

務時間が６時間15分以上である勤務日

がある職員であって、次のいずれかに

該当する者については前項の規定を準

用する。 

ア １週間の勤務日の日数が３日以上

の者 

イ 週以外の期間によって勤務日が定

められている者で、１年間の勤務日

の日数が121日以上である者 

 １日につき、勤務時間の始まる時刻

から連続し、又は勤務時間の終わる時

刻まで連続する２時間（細則第36条第

１項の規定による部分休業の承認を受

けて勤務しない時間がある日について

は、当該２時間から当該部分休業の承

認を受けて勤務しない時間を減じた時

間）を超えない範囲内とし、30分を単

位として与える。 

 

備考： 



１ 忌引休暇については、代襲相続の場合において祭具等を継承する者は血族である父母に準じ

て、生計を一にする姻族の場合は血族に準じて取り扱うものとする。 

２ 忌引休暇及び慶弔休暇（父母の祭日の場合）の場合で遠隔の地に行く必要のあるときは、往

復に要する日数を加算することができる。 


